
第15回 鳥取県トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会

トラック運送業における働き方改革推進のための取組について

鳥取労働局 労働基準部 監督課

資料４



労働局・労働基準監督署での取り組み

トラック運転者の労働時間の削減のために，

・時間外労働の上限規制や改正された改善基準告示等の周知

・発着荷主等への荷待ち時間の削減に係る要請と働きかけ

・発着荷主等における荷待ちの改善への取組好事例の収集

トラック運転者の労働条件確保のために，

・監督指導等による労働基準関係法令の遵守に係る指導
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時間外労働の上限規制等の周知

▸時間外労働の上限規制や改正された改善基準告示等について、トラック運送事業者に対し説明会を実施しています。

令和４年10月～
令和５年３月

令和５年４月～
令和５年12月

実施回数 ６回 16回

事業場数 152事業場 233事業場

○ 労働時間等説明会実施状況

※ 事業場数は延べ数

・改正労働基準法（時間外労働の上限規制、年５日の
年次有給休暇取得等）、改正改善基準告示等

【労働局・労働基準監督署】

・標準的な運賃、トラックＧメンの設置、「ホワイト
物流」推進運動等 【鳥取運輸支局】

・働き方改革推進支援助成金等
【働き方改革サポートオフィス鳥取】

※鳥取運輸支局等が説明時間を設けることができない
場合には監督署においてリーフレット等資料を配布
し制度等を紹介

○ 労働時間等説明会の内容・説明者
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発着荷主等への荷待ち時間の削減に係る要請と働きかけ

▸トラック運転者の方の長時間労働の要因には取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものが
あるため、「荷主特別対策チーム」を編成し、発着荷主等に対して要請と働きかけを行っています。

令和５年１月～令和５年12月

実施件数 182件

○ 発着荷主等に対する要請実施状況

※ 実施件数は延べ数
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▸食料品製造業

毎日、原料、容器、梱包材を入荷し、製品を出荷

①着荷主としての取組（荷卸）

▸搬入時間帯の設定

Ａ社の労働者がパレット積みの原料等を

フォークリフトで荷卸し

②発荷主としての取組（荷積）

▸積込み開始時刻の指定

Ａ社の労働者がパレット積みの製品を

フォークリフトで積込み

出荷量の平準化

（在庫状況に応じて、柔軟に出荷商品を選定）

▸時刻指定による積卸し前の待ち時間短縮

パレット積卸しによる作業時間の短縮

運行台数の平準化

発着荷主等における荷待ちの改善への取組好事例の収集

〈業務の内容〉

【Ａ社の場合】

〈取組の内容〉

〈効果〉

▸電子部品製造業

週１回程度材料、梱包材を入荷し、毎日製品を出荷

①着荷主としての取組（荷卸）

▸路線便（混載）を使用（時刻指定あり）

Ａ社の労働者がパレット積みの材料等を

フォークリフトで荷卸し

②発荷主としての取組（荷積）

▸路線便（混載）を使用（集荷前に製品を準備）

Ａ社の労働者がパレット積みの製品を

フォークリフトで積込み

▸時刻指定による荷卸し前の待ち時間短縮

運送事業者の集荷による荷積み前の待ち時間短縮

パレット積卸しによる作業時間の短縮

【Ｂ社の場合】

〈業務の内容〉

〈取組の内容〉

〈効果〉
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今後の取り組み

トラック運転者の労働時間の削減のために，

・関係機関とも連携し、時間外労働の上限規制や改正された
改善基準告示等の周知

・発着荷主等への荷待ち時間の削減に係る要請と働きかけ

・賃上げの原資となる適正な運賃（標準的な運賃）支払い
についての周知

・発着荷主等における荷待ちの改善への取組好事例の収集

・発着荷主・国民等の更なる理解を得るための周知・広報

トラック運転者の労働条件確保のために，

・監督指導等による労働基準関係法令の遵守に係る指導

・鳥取運輸支局と協議の上、合同で、改正された改善基準告示等
の遵守に係る指導 7
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